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１．基金の財政は大丈夫？ 
 ⇒ 当基金の年金会計は、 

剰余状態であり、健全です。 
 

 厚生年金の代行部分と上乗せ支給の年金部

分に必要とされる積立額（責任準備金）よりも、

保有している資産価値が上回っている状態で

す。 
 
 

２．資産運用の状況は？ 
 ⇒ 長期運用計画（平成２１年度～）において、約４０戦略に分散投資 
   しており、4年間の平均利回りは７．３％（年率）を達成しました。 
 ⇒ 基金設立からの計４２年間の平均利回りは、３．９％（年率）です。 
   なお、決算が毎年黒字となるための必要利回りは、約２．６％です。（５．５％とい

うのはマスコミの誤報道です） 
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３．少子高齢化や従業員減少が進むと財政悪化するのでは？ 
 ⇒ 私的年金（企業年金、個人年金）と公的年金（国民年金、厚生年金）と

は、積立てや年金財源の仕組みが全く異なります。 
基金の上乗せ年金は企業年金と同じ積立て方式なので大丈夫です。 

私的年金と公的年金の違い
制度の仕組み メリット デメリット

私的年金
企業年金

個人年金

公的年金
国民年金

厚生年金

運用収益を確保
していく必要

高齢者や低所得
者の増加が起こ
ると財源不足に

支払った掛金を積立てていき、その積立金を取り崩すこ
とで年金が支給される。基本的に自分の掛金を自分が
年金として将来受け取る仕組み（事前積立方式）

現在の保険料は、現在の年金支給に回される仕組み
（賦課方式）。不足してくると保険料上昇や消費税などで
不足を補うこととなる。

積立金が外部で保全されている。
自分の積立金を自分が受け取ると
いう安心感。

低所得者が優遇されたり、若者が
高齢者を支えたり、といった社会扶
助の機能が充実  
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企業年金・個人年金では、各人ごとに必要積立額を計算して掛金を積立てていき、

その資金を合同運用しています。各人の積立額から年金を支払っていく仕組みなので、人

口減少・増加などから財政への影響はありません。（公的年金のような世代間扶養の仕組み

ではありません。掛金を自分用に積立てておき、支給開始後にそれを年金として取り崩す

仕組みです。） 
    
 
４．厚生年金基金は制度廃止になるらしいが？ 
 ⇒ 当基金は決算剰余もある状態であり、どういう制度が将来的に適切化を

検討しながら、現在の上乗せ年金の支給を今後も継続していく方針です。（平成

２４年９月代議員会で決議済） 
   厚生年金基金制度を将来的にどうしていくかについては、厚生労働省年金部会の審

議を経てから、与党や政府・国会で審議される模様です。 
 
 
５．そもそも、いくら払っていくらもらえる制度（上乗せ年金）なのか？ 
 ⇒ 支給開始後１６年間保証の終身年金なので、長生きするほど受取総額が多

くなる仕組みです。掛金の約７割は事業主が払ってくれています。 
 
２５歳～６５歳まで４０年加入、標準報酬月額平均３０万円のモデルケースの場合 
生涯掛金１９１万３４００円 （事業主１３９万６８００円、本人５１万６６００円） 

 ６５歳に退職して年金支給開始 上乗せ年金年額１７万０１００円 
  ８０歳死亡の場合 上乗せ年金総額２６９万９６５２円（掛金の１．４倍） 
  ９０歳死亡の場合 上乗せ年金総額４２５万２５００円（掛金の２．２倍） 
１００歳死亡の場合 上乗せ年金総額５９５万３５００円（掛金の３．１倍） 
 
実際は、各人の加入期間、支給開始年齢、標準報酬月額等に応じて、一定の算式に基づ

いて計算されます。事業所に毎年配布している「社会保険ダイアリー」に計算式詳細を掲

載しております。 
 退職時期が近くなり、上乗せ年金額（予定）をお知りになりたい方は、当基金事務局（０

８６－２３１－４８３０）まで、（個人情報保護のため）ご本人がお問い合わせ下さい。 
以 上 


